
災害時における新型コロナウイルス
感染症の自宅療養者の
避難先確保について
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滋賀県



１ 直近の感染動向（４月１０日現在）

【県内の病床数および宿泊療養施設の状況】

【県内の陽性者発生状況】

【その他県内の感染状況】

県内
病床数

県内
宿泊療養
部屋数入院者数 空床数 療養者数 その他 空数

県内発生 その他 県内発生 県外発生

総数 500 1３４ 11６ １８ 3６６ 677 11３ 1１1 ２ ６７ 4９７

項 目 陽性者数累計
現在

陽性者数
退院等 死亡

入院中 入院予定等
宿泊
療養重症 中等症 軽症

PCR検査数 3５２,７６６

（ うち行政検査分 15４,８０９ ） 7３,６００ ４,４９９ 11６ ０ 2８ ８８ ４,２７２ 1１1 6８,９０２ 1９９

（ うちその他検査分 19７,9５７ ）
（うちPCR検査判明分 4５,４1２ ）

(うち自宅待機 ２８１）

抗原検査数 1８３,８４４ （うち抗原検査判明分 2８，１８８ ） (うち自宅療養 ３,９９1）
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確保病床の占有率※１ ２６.８%

感
染
状
況

直近1週間における人口10万人
当たりの新規報告数

2１７.３人

うち重症者用病床の
確保病床の占有率※2 ０.０%

直近1週間のPCR等陽性率※3 4８.２%

人口10万人当たりの全療養者
数

3１９.６人 直近１週間と先週１週間の
陽性者数の比較※4 少ない
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大阪府, 305.56 
京都府, 247.62 

滋賀県, 217.26 
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和歌山県, 195.68 
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1月2日 1月9日 1月16日 1月23日 1月30日 2月6日 2月13日 2月20日 2月27日 3月6日 3月13日 3月20日 3月27日 4月3日 4月10日

人

大阪府 京都府 滋賀県 東京都 兵庫県 奈良県 和歌山県 岐阜県 三重県 福井県

近隣府県の10万人当たりの新
規感染者数の推移（直近7日
間の累計患者数）（R4.1/1-4/10）

１ 直近の感染動向
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会食について

• 会食は認証店舗でマスク会食など
感染リスクを下げる工夫を！

基本的な感染対策の徹底

• 手洗い、マスクの着用、密の回避（常時換気、距離の確保）などの徹底を！

• 家庭での感染対策の徹底を！ （別紙１参照）

風邪などの症状がある場合は、

✔食事の時間をずらす ✔部屋を分ける ✔同室ではマスク着用

• 感染リスクが高まる「５つの場面」に注意を！（別紙２参照）

• テレワーク・時差出勤の活用など職場での感染対策を！（別紙３参照）

（別紙４、５参照）

「感染再拡大警戒期間」

ワクチン接種について

• 発症予防・重症化予防等の観点から、ワクチンの種類にかかわらず

前向きな接種の検討を！

外出について

• 混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出は慎重に！

（～当面の間）

現在は、引き続き「レベル２」です
年度替わりは人々の移動や会食の機会が増えます
基本的な感染対策を徹底しつつ、

日々の生活を過ごしましょう！

～ ワクチン接種後も感染対策の継続を ～

「コロナとのつきあい方滋賀プラン」
に基づく対応について

（令和４年３月２８日）

２ 現在の対応について
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〇追加接種(3回目）の状況

滋賀県 全国

接種回数 606,661 56,069,770

接種率
（１２歳以上人口） 47.9% 48.9%

※人口は、令和3年1月1日住民基本台帳年齢階級別人口より推計

12～39
歳

40～64
歳

65歳
以上

年齢
データ
無し

接種回数 72,755 210,348 322,831 727

年代別の
接種率

17.2% 44.6% 87.2% ――

年代別内訳 〇５～１１歳小児接種の状況

滋賀県 全国

接種回数
１回目 7,158 625,033

２回目 1,013 128,230

接種率
１回目 7.5% 8.4%

２回目 1.1% 1.７%
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7

1日接種回数（ファイザー） １日接種回数（モデルナ） 累計

3月5日
16,３１０回

累計回数追加接種(3回目）の推移
1日接種回数

３ ワクチンの接種状況（４月７日現在）



４ 入院医療体制について
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５ 滋賀県 重症度 第５波と第６波の比較

年代
第５波（2021/7/1～9/30） 第６波(1/1～4/6時点)

感染者数 中等症（％） 重症（％） 感染者数 中等症(%) 重症(%)

10歳未満 642 1(0.2%) 0(0%) 11742 9(0.1%) 1(0%)

10歳代 1002 7(0.7%) 1(0.1%) 10243 4(0%) 0(0%)

20歳代 1757 25(1.4%) 2(0.1%) 8202 8(0.1%) 1(0%)

30歳代 1063 51(4.8%) 5(0.5%) 9271 10(0.1%) 1(0%)

40歳代 1148 107(9.3%) 8(0.7%) 9109 25(0.3%) 2(0%)

50歳代 710 86(12.1%) 10(1.4%) 4847 43(0.9%) 1(0%)

60-64歳 186 32(17.2%) 6(3.2%) 1682 24(1.4%) 1(0.1%)

65歳以上 285 76(26.7%) 9(3.2%) 5462 567(10.4%) 14(0.3%)

合計 6793 385(5.7%) 41(0.6%) 60558 690(1.1%) 21(0%)

コントロールセンター患者管理一覧より
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① 現時点の病床数（５００床）を運用できるよう医療機関に要請。

② 医療資源を重症者・リスクの高い方に重点化する「病床ひっ迫時における入院
勧告・措置の対象者への臨時的な取扱い」の運用を継続。

③ コントロールセンターのコーディネーター等の人員や移送手段を引き続き確保
し、現状の入院・搬送調整機能を維持。

④ 自宅療養者に対する健康観察等について拡充した体制を維持。

⑤ 次の波に備えた保健・医療提供体制の検討を進める。

• 高齢者の療養に向けた宿泊療養施設の活用

• オミクロン株の特徴を踏まえた業務の集中化

• 保健所業務の改善 など

６ オミクロン株の特徴を踏まえた対応

２月下旬以降、一日あたりの新規陽性患者数は緩やかな減少傾向にあるものの、全
国的に感染再拡大の兆候がみられるところであり、本県においても、今後、BA.２系
統の変異株に置き換わりが進むことによる感染の再拡大への注意が必要。

医療体制の非常事態(１月１４日～）は脱したが、オミクロン株の特徴として、感染・伝
播性やその倍化速度が高く、重症化率が低いことを踏まえ、再拡大への備えとして
引き続き医療提供体制を維持することとし、以下の通り現行の対応を継続。
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７ オミクロン株の特徴を踏まえた濃厚接触者の
特定・行動制限および積極的疫学調査
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８ 自宅療養者の災害時の避難について

〇 自宅療養者の災害時の避難のあり方

【従前の枠組み】
⇒宿泊療養施設への避難が“原則”

～国通知「避難所における新型コロナウイルス感染症への対応に関するＱ＆Ａ（第３版）」および
県策定「新型コロナウイルス感染症対策のための避難所運営ガイドライン」～

⇒緊急時は市町の避難所に一時的避難

【第６波の状況】
最大時の自宅療養者数：8,240名（2/28）、宿泊療養施設稼働数：５００室

感染拡大期・継続期や大規模災害時の宿泊療養施設への避難は極めて困難！

「県避難所運営ガイドライン」の改正（改正案 資料２－３）
県・保健所）自宅療養者の健康観察 →症状悪化 →入院・受診調整

→療養解除
市町）自宅療養者専用避難所や避難スペースの確保、感染対策

国に対して感染拡大期における避難方法等の統一的な方針を示すよう要望
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８ 自宅療養者の災害時の避難について

〇 災害に備えるための県と市町の自宅療養者情報の共有

県・保健所）県個人情報保護条例の例外規定（第8条第3号、第7号）を適用し、各市町へ提供

市町）市町ごとの個人情報保護条例に照らした個人情報取得方法を検討、共有

平時から県・市町間において自宅療養者情報を共有

地方公共団体の個人情報保護制度について全国的な共通ルールが設定される

《参考》

改正個人情報保護法（R3.5.19公布 / R5.4.1施行予定）
（地方公共団体の個人情報保護制度に関する部分）
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→県と市町における必要な個人情報の共有も統一ルールで運用される


